
防衛省 防衛装備庁からの委託契約事務処理要領の公表についての連絡メール 

Sent: Friday, February 03, 2017 11:17 AM 

Subject: RE: 【日本学術会議】安全保障技術研究推進制度に係る連絡の依頼 

日本学術会議事務局 ■■様 

先日、下記メールにてご連絡いただいておりました、 

公募要領等の送付について、 

今般、下記 URLに委託契約事務処理要領を公表いたしましたので、 

ご連絡いたします。 

http://www.mod.go.jp/atla/funding.html#h28koubokankei 

HP上にもありますが、 

具体的な関係個所について、添付資料も参考に送付いたしますので、 

どうぞよろしくお願いします。 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

防衛省 防衛装備庁 技術戦略部 

  技術戦略課 技術交流室 ■■■■■■ 

  ■■■■■■■■■■ 

〒■■-■■ ■■■■■■■■■■■■ 

  TEL：■■■■■■■■ 

 FAX：■■■■■■■■ 

 E-mail: ■■■■■■■■■■■■■■

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

参考資料４

http://www.mod.go.jp/atla/funding.html#h28koubokankei


・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成２９年２月 委託契約事務処理要領（抜粋）（下線部が変更箇
所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（研究成果の公表）
第３１ 委託契約書第３６条第１項に定める甲への通知は、様式第４０の「成果公表届」による。

【様式第１ 委託契約書】 ※委託契約書のひな形
（研究成果の取扱い）
第３４条 甲は、得られた成果を特定秘密その他秘密に指定しない。 （新設）

（研究成果の公表）
第３６条 乙は、得られた成果を甲から制限されることなく公表することができる。この場合において、公表する内容は、あら

かじめ
甲に通知するものとする。

（その他の事項）
第４８条
６ 甲は、本契約に係る業務において、特定秘密その他秘密を乙に提供しない。（新設）

【様式第４０ 成果公表届】

上記委託業務について、得られた成果をこのたび下記のとおり公表いたしますので、委託契約書第３６条第１項に基づき届け
出ます。

記
１．～４． （略）
５．知的財産権の取得に関する事項 （新設）

平成２８年１２月２２日に公表した内容を踏まえ、委託契約事務処理要領を更新しました。なお、採択済みの
研究課題については、平成２９年４月１日以降の契約から適用されます。

防衛省 防衛装備庁からの
メール添付ファイル
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